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はじめに

本稿では、身体障害者福祉法の対象規定に着目
し、その成立と内容について考察を行うものであ
る。
国際的に見て日本の障害者数は少ない 1）。実態
として障害をかかえている人の数はあまり変わら
ないはずであるから、日本では本来生活になんら
かの手立てを必要としているにもかかわらずその
認識が極めて限定的になっている状況が推測され
る。
障害者の生活の場に生じている問題に対して、
福祉政策が対応する範囲は国が必要と認める範囲
によって常に流動する。福祉を実態に沿ったもの
へと改善していくためには、何によってその範囲
が拡大縮小するのかが問われてくる。本研究は、そ
の一環として身体障害者福祉法の対象規定を取り

上げ、ここにどのような論理や法則性が働いてい
るかを明らかにすることを目的としている。
そこで、本稿では身体障害者福祉法の成立期を
主な分析対象とする。身体障害者福祉法は第 4条
に身体障害者の定義を行い、別表によってその対
象を規定している。また、それをさらに具体的に
示したものとして身体障害者福祉法施行規則の身
体障害者障害程度等級表がある。身体障害者福祉
法の対象に着目した先行研究には佐藤久夫や滝村
雅人による成果があるが 2）、これら別表および等級
表を具体的に分析し、取り扱った研究は管見の限
り見当たらない。周知の通り、成立当初、身体障
害者福祉法は対象をかなり限定していた。本稿で
はこの部分を取り上げ、なぜ対象が限定され、ど
のようにして別表で示されたような形になったの
か、また、その特徴について他の社会保障関係法
との比較を通して考察したい。
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Ⅰ　身体障害者福祉法の成立と対象

1　傷痍者保護対策
日本は 1945 年 8 月にポツダム宣言を受諾した。
その後の占領政策では非軍事化と民主化政策がと
られ、1945 年 9 月「降伏後における初期の対日方
針」および同年 11 月「降伏後における初期の基本
的指令」によってその方針が決められた。とりわ
け、武装解除、軍隊の解体、経済改革が政策課題
とされた。
一方で、当時の日本は石炭などの燃料不足、イ
ンフレ状態に加え、1千万人ともいわれる失業者を
抱えていた。また、産業報国会を下地に組織化が
進んでいたこともあり、1946 年からはやくも労働
組合運動が激化した。

GHQは 1946 年に農地改革を行い、地主の解体
と小作農民の解放を行った。また、経済対策とし
て金融緊急措置により、戦災保険などの戦時補償
を打ち切るとともに復興金融金庫の創設（復興債
の発行）を行った。
このような時代状況下で、身体障害者福祉法成
立の前段階として1947年から傷痍者保護対策が検
討されていった。では、傷痍者保護対策では対象
をどのように設定していたのか。
戦後の傷痍者対策が表面化するのは、1947 年 7
月 25 日に厚生省社会局長によって出された「失明
者保護に関する件」であるといわれている 3）。中
途失明者の保護を指示したもので、あくまで旧生
活保護法の活用および盲学校の活用などを指示し
たものであった。旧生活保護法では対応できない
大多数の傷痍者の問題が残されていたが、当時の
GHQの姿勢は「無差別平等」の原則の立場から、
傷痍者のみを取り上げて対策を行うことには強い
懸念があり、「日本の再軍備に結びつく傷痍軍人の
援護にならないかというのが最大の危惧だったよ
うで、大変厳しいチェック」4）があった。
このようななか、厚生省は GHQに傷痍者保護対
策を提案していく。その提案は 1947 年 8月 1日厚
生省「傷痍者の保護に関する件（第一次案）」をは
じめとして、同年 10 月 18 日の第四次案まで続け
られていった。主な提案内容は授産施設の設置に
よる傷痍者保護対策と、中途失明者対策として光

明寮の官制化であった。
この過程における対象規定を取り上げると、第
一次案では、「障害の種類別に（1）失明者、（2）
四肢切断者、（3）内部疾患者及び頭部損傷者、（4）
両目失明且つ四肢を切断する者等」5）が示されて
いた。第二次案では失明者、四肢切断者、結核患
者、両眼失明かつ四肢切断者の分類別の対策を明
示し、このような対象把握にもとづき、第三次案
では具体的な対象者数にもとづく計画の立案へと
つながっていった 6）。その後、1947 年 11 月 26 日
に厚生省社会局長「傷痍者収容施設の計画につい
て」が示され、1948 年 2 月 18 日には GHQからの
要望によって速やかな実施が求められ、同年 6月
にスタートする。このように、傷痍者保護対策で
は、失明者、四肢切断者、結核患者、頭部損傷者
といった分類が登場し、この分類にしたがって対
策が立てられていったのである。
これら障害種別が出された背景には、この時期
の厚生省の関心が影響しているものと思われる。
山田明によれば、当時の障害者は実態としてか
ならずしも戦争による傷痍者だけではなかった。
厚生省が行った調査によれば、身体障害者に傷痍
軍人が占める割合は約 7割に及び、なかでも結核
による身体障害者数は 20 万人とあり、切断が 9万
3千人と続いていた。しかし、この統計と兵庫県厚
生課による調査結果とを比較検討すると、兵庫県
厚生課の調べでは傷痍軍人が占める割合は 1割程
度であり、山田は厚生省が一般の障害者数を過小
評価していたことを指摘している 7）。
これは、特に見過ごされがちな精神障害の問題
を取り上げても同様の指摘が導かれるであろう。
戦後の統計は見当たらないが、戦時では衛生行政
によって精神疾患の問題が取り上げられており、
統計上は 1938 年では約 9万人存在したとあり、例
年その数は増大していた8）。戦後にこの数が激減し
たとは到底思えない。
今でこそ生活の場で援助を必要とするさまざま
な障害者が社会で認識され、その実態が明らかに
されてきているが、当時の厚生省はこのような障
害者を認識する手立てそのものが脆弱であった。
厚生省が傷痍軍人以外の障害者を救済の観点から
国家的に取り上げてきたのはせいぜい救護法しか
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ない。したがって、国立病院に入院している結核
患者といった、まずは従来からあった軍事援護の
枠組みにより把握のしやすかった者から取り上げ
ていかざるをえなかったと思われる。このように
見ると、障害者政策の領域での戦後改革も、その
改革はそれまでの軍事援護の枠組みによる対応か
ら出発せざるを得なかったといえる。
戦後改革を捉える場合、その改革の「受け皿」と

なる歴史的蓄積が重要となる9）。例えば農地改革は
戦前までの農民運動による蓄積がその実効性を飛
躍的に高めたが、一般の障害者対策ではその経験
があまりにも浅かったため、精神障害等には関心
が向けられる余地がなかったといえる。その意味
で、その対策の中心は身体障害が前提とされた戦
前・戦後の連続性をここに見ることができる。
しかし、そのなかでも民主化による明らかな断
絶があった。それは、非軍事化と民主化政策とし
て打ち出された「無差別平等」の原則によって導
かれた障害原因を問わない対応である。
戦時体制では、傷痍軍人には軍事援護による手
厚い保護が用意されていた。国にとって軍事援護
は戦時体制を維持するために欠かせない制度で
あったのである。一方で、一般の障害者には救護
法によってわずかな保護を与えるか、障害原因が
「遺伝性」と見なされた場合には国民優生法により
「断種」の対象としていた。このように、戦時体制
下の障害者政策の特徴は、障害原因によって国の
姿勢が明確に分かれていたことにみられる。
傷痍者保護対策をめぐる GHQと厚生省のやり
とりは、「無差別平等」の原則をめぐって神経質に
繰り広げられた結果、元軍人軍属かどうかは問わ
ないものへと収束した。「無差別平等」原則による
チェックが注意深くされたことによって、障害原
因を問わない障害者対策が実現されていったので
ある。
戦後改革で目指された非軍事化・民主化政策は、
戦時体制下に軍事援護で確立した障害原因による
国家的対応の差別化を、障害原因を問わない対応
へと動かしたことが評価されよう。このことは、長
らく丁種不合格者として軍隊組織からもふるい落
とされ、「臣民としての義務を果たし得ない」とさ
れてきた多くの障害者に、国家的な救済をスター

トさせるきっかけともなっていったのではないだ
ろうか。

2　身体障害者福祉法の成立における対象規定
1948 年 10 月に NSC13/2 が出され、ジョセフ・
ドッジの派遣など、以後対日占領政策は大きな転
換を迎える。統制主義的な政策から超均衡予算、
補助金削減、復興金融債停止、為替一元化といっ
た自由経済原則にもとづく政策へと転換していっ
た。この政策の中で、身体障害者福祉法（以下、本
法と略す）は度重なる法案提出の断念と修正の末、
成立していったのであった。その主要な争点のひ
とつが本法の「対象をいかにとるか。結核、精神
障害まで広げるか」10）であった。
1949年12月に成立した本法第4条では、「この法
律において『身体障害者』とは、別表に掲げる身体
上の障害のため職業能力が損傷されている十八歳
以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者
手帳の交付を受けたものをいう。」と規定された。
身体障害者福祉法別表（以下、別表と略す）では
障害の種類を「視力障害」「聴力障害」「言語機能
障害」「肢切断又は肢体不自由」「中枢神経機能障
害」に分類し、それぞれの程度を規定している。
第 4条に規定された「職業能力が損傷されてい
る」という文言の意図について、佐藤久夫は「法
による措置を通じて将来はそれが可能になるか改
善される可能性をもつ者のみを、『身体障害者』と
して規定しようとしたことが考えられる」11）とし
ている。
「職業能力が損傷されている」という文言は、法
の目的のところで規定された更生の概念と関連し
ている。法の目的に更生が導入された背景には、
矢嶋里絵によれば、更生課長黒木利克が米国の
“rehabilitation” を邦訳したものとされているが、
米国で用いられている概念と異なり、本法の目的
で定められた更生概念は職業的自立に限定されて
用いられたものであることを指摘している 12）。
法の目的として職業的自立が目指され、その理
念にしたがって対象規定に現れたのが「職業能力
が損傷されている」という文言であったといえる。
したがって、更生の可能性がまったくないとされ
る者ははじめから対象から除外されることになっ
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た。あえて年齢制限が定められなかったのも、更
生を前提にしている限り、その可能性が見込まれ
ないとされる高齢者は必然的に除外されると考え
られたからである。
別表が登場してきた背景にはどのような経緯が
あったのだろうか。以下、寺脇隆夫によって明ら
かにされた成果をもとにその経緯を探ることにす
る。
本法制定の土台となる更生課の設置（1948 年 7

月）段階では、すでに失明者、肢体不自由者、内
部疾患・特殊疾患者の分類が登場していたと思わ
れる 13）。この分類の枠組みとしては、前節で取り
上げた傷痍者保護対策の分類と類似していること
から、おそらく傷痍者保護対策を参考にした可能
性が指摘できる。
1949 年の 2月からは身体障害者福祉法制定推進
委員会で、各委員からの提案を経て、最初の法案
が登場していく。このとき、社会局更生課が試案
として最初に作成した案では、タイトルに用いら
れた用語が「傷痍」から「身体障害」へ変化し、
障害者の定義を「身体上又は精神上の障害を有し、
そのために経済生活能力の減少しているもの」と
し、その対象を「全盲又は強度の視力障害」「全ろ
う又は強度の聴力障害」「おし又は強度の言語機能
障害」「四肢切断又は肢体不自由」「中枢神経機能
障害」「結核性疾患、精神疾患等で後保護を要する
ものの中、別に政令で定めるもの」とした 14）15）。
3 月頃に予算確保の問題からいったん法案の国
会提出を断念した後、さらに見直しが進められて
いく。米国から更生課長黒木利克が帰国した後に
なる 6～ 7月と思われる大幅修正では、対象を「身
体障害者とは、左の各号の一に該当する精神上又
は身体上の障害のため職業能力が損傷されている
一八歳以上の者であって、その申請に基いて都道
府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの
をいう」とし、その障害種別を「視力障害」、「聴力
障害」、「言語機能障害」、「四肢切断又は肢体不自
由」、「中枢神経機能障害」と規定した 16）。「生活能
力の減退」の文言が「職業能力が損傷」という文
言に変化し、第三次案で規定していた「結核性疾
患、精神障害等で後保護を要するものの中、別に政
令をもって定めるもの」17）が削除されており、寺

脇はこの段階で「対象規定の限定の問題が初めて
提起された」18）と指摘している。以後、成立に至
るまでこの「結核性疾患」「精神障害」の対象化・
非対象化をめぐって変動が見られるが、結局はこ
の時点で示された分類が成立した法律の内容とな
る 19）。
これらを見る限りでは、結核や精神障害を境界
線に議論が重ねられ、それらを削ることで、対象
を限定する方向に修正していった過程がうかがえ
る。
結核については、厚生省が示した結核患者数の
統計によって相当数にのぼっていたこと、そして
患者同盟による運動があった背景を考慮すると、
その部分を削っていったことは重大な決断であっ
たはずである。なぜこれらが削除されたかについ
ては、「昭和二十四年九月／身体障害者福祉法逐条
理由」20）にその理由の説明が示されている。
第一に、法の運用の画一性を確保するための判
定機関の能力的な問題で、精神病や結核などを判
定する機関が全国にまだ充分に整備されていない
ことである。第二に、「能力損傷」の基準の設定の
困難性であり、身体的な損傷は客観的な判断がで
きるが、内臓疾患や精神の判定は難しいことであ
る。第三に、施策の経済的制約であり、精神や結核
といった障害を含めると対象がふくれあがり、経
費がまかなえないことである。
これらの見解は、本法成立後に厚生省が対象を
限定したことを説明している内容とほぼ一致して
いる 21）。したがって、このときの見解が本法で対
象を限定した厚生省の見解の元になったものと思
われる。
この見解を、佐藤久夫は次のように分析してい
る 22）。第一の画一的な判定の可能性については、知
能テスト等によって、少なくとも重度については
判定が十分可能であった。判定基準の研究が 1966
年からと、遅々たるものであったことからしても、
「対象を狭く限定するための口実として評価判定
基準とその体制の不備が利用されてきたことをう
かがわせるものであろう」23）。また、厳密な評価は
医師の判断に依存する観点となっており、諸外国
に学ぶ姿勢が充分に生かされたかどうかを検討し
なくてはならない。第二については、欧米ではす
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でに制限列挙主義から普遍的一般的方式へと展開
していったが、日本ではあくまで制限列挙方式に
止まり、諸外国の状況を学ぶ面が生かされたとは
いえない。したがって、第三の「経済的制約が大
きな役割をはたしていたと考えられる」24）。
本法の施行初年度の状況を見ると、「本法の完全
実施には約三七億円を要し、施設等はこれを将来
に譲るとしても、経常費約七億円の見積もりに対
し、現実に本法の実施予算は、僅かに一億五千万
円、地方財政平衡交付金に繰り入れられた分が約
二億二千万円、合計して約三億七千万円に抑えら
れたのであった。この額は、当初の見積額の約二
分の一にすぎない」25）という有様であった。この
ような状況を鑑みても、佐藤久夫が指摘するよう
に経済的制約によって対象が限定されたことは容
易に想像できる。
しかし、これに加え、戦時からの歴史的な影響
も無視し得ないと考える。
結核については、戦前からその蔓延に大きな社
会的関心を集め、戦時体制下では国策として結核
予防対策が行われ、結核療養所等が設置されてい
た。戦後間もない頃は、結核は治療ではなく大気
安静による療法が行われる程度であった。前述の
通りその数は 20 万人におよんでおり、これらを対
象に含めることに経済的な制約が働いたことが十
分推測できる。なお、結核はその後ストレプトマ
イシンの社会保険の給付対象化や結核予防法によ
る対応が行われ、厚生省の関心は本法による対応
から医療の方へ移っていった 26）。
では精神病はどうだろうか。確かに、佐藤久夫が
指摘するように、医学史的にも精神判定の技術は
すでに蓄積され、海外の情報も戦前から『軍医団雑
誌』などを通して積極的に日本に輸入され、判別
のための医学的な水準は満たしていたと考えられ
る 27）。しかし、日本での技術内容はあくまで私宅
監置といった社会防衛的な観点からの臨床経験の
積み重ねに傾斜しており 28）、社会復帰へつなげて
いくという更生といった観点からの判定は当時の
厚生省にとっては想像がつかなかったようにも考
えられる。このような背景を踏まえるならば、経
済的な制約に加えて戦時から連なるこのような臨
床的な水準による影響も無視できないものと思わ

れる。
なお、本法成立の過程で別表の登場が確認され
るのは、GHQと更生課による折衝を経て承認され
たと思われる 1949年 11月 22日時点である 29）。こ
こではじめて程度の概念が導入されている。どの
ような意図を持って程度が設定されたかが問われ
るが、その中身は明らかでない。以下では別表の具
体的な内容として登場してきた身体障害者障害程
度等級表（以下、等級表と略す）を取り上げ、そ
の制定過程について述べるとともに、他の社会保
障関係法との比較などを通じてこの部分に対する
考察を行っていく。

Ⅱ　 身体障害者障害程度等級表の登場とその
影響

1　身体障害者福祉法別表の展開
本法の成立後、1950 年 4 月 6 日に公布された本

法施行規則では障害程度の認定方法を規定し、市
町村を窓口に都道府県知事による障害程度の認定
と、それに懐疑がある場合の手続きとして地方身
体障害者福祉審議会への諮問および厚生大臣への
認定を求めるといった手続きが規定された。これ
により障害認定の最終的な判断には厚生省が対応
する仕組みができあがった。
別表が規定した障害の範囲は、以下の通りであ
る 30）。

別表（身体障害の範囲）
一　視力障害
1　両眼の視力（万国式試視力表により、測定
したものをいい、屈伸異常のある者について
は矯正視力についてその測定をしたものをい
う。以下同じ。）が 0.1 以下で、症状の固定し
たもの
2　一眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下で、
症状の固定したもの
二　聴力障害
1　両耳の聴力が 40 センチ・メートル以上の
距離において普通の話声が了解できない程度
以上の障害で、症状の固定したもの
三　言語機能障害
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1　言語機能の喪失その他その著しい障害で、
症状の固定したもの
四　肢切断又は肢体不自由
1　両上肢又は両下肢の機能の喪失
2　両上肢を腕関節以上で又は両下肢を足関
節以上で失つたもの
3　一上肢若しくは一下肢の機能を全く失い
又は一上肢若しくは一下肢の三大関節のうち
二関節以上の機能を失つたもの
4　一上肢を腕関節以上で又は一下肢を足関
節以上で失つたもの
5　一手のおや指及びひとさし指を失つたも
の又はおや指若しくはひとさし指を含めて三
指以上を失つたもの（おや指については指関
節その他のものについては第一関節以上を失
つたものをいう。）
6　一手のおや指又はひとさし指を含めて四
指以上の機能を失つたもの
7　両足又は一足をリスフラン関節以上で失
つたもの
8　せき柱に障害があるもので厚生大臣の指
定するもの
9　胸かくに変形があるもので厚生大臣の指
定するもの
10　骨盤に変形があるもので厚生大臣の指定
するもの
11　軟部組織のはんこん、欠損等により運動
機能に著しく障害のあるもので厚生大臣の指
定するもの
12　前各号に掲げるものの外、その障害の程
度が前各号に準ずると認められるもの
五　中枢神経機能障害
1　常に就床を要し複雑な介護を要するもの
で回復の見込のないもの
2　半身不随で回復の見込のないもの

厚生省がこの別表の具体的な解釈を示したもの
が、1950 年 7 月 26 日に通達された「身体障害者福
祉法別表『身体障害の範囲』の解釈について」（社
乙発 116 号）である。
ここでは、「機能障害の範囲はあくまで職業能
力の損傷の程度を基準にして定められるべきもの

で、労働者災害補償保険法の如く、賠償的観念を
加味した判定によるべきでない」との見解が示さ
れている。そして、身体障害の範囲の最低線は、
「本法制定の目的により明らかである」とし、「そ
の最低線は相当高度の障害に限定され、また感覚
器、肢体不自由の各障害の間の関係は、従来の恩
給法や労働者災害補償保険法等と必ずしも一致し
ていない」としている。また、別表にある「視力
障害」は、「両眼の視力が」は別々に測ったもので
あること。「言語機能障害」は、「音声を全く発し
得ざるか、或は発生し得ても言語機能の障害のた
め言語のみを用いて意思を疎通することが困難な
るもの」としている。
「肢切断又は肢体不自由」はケースによって多岐
にわたるが、例示をしながら次のような解釈を展
開している。例えば、下肢の肢体不自由であれば、
1㎞以上の歩行不能、30 分以上同一立位を保てない
もの、通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらね
ばできないもの、通常の腰掛けに腰掛けられない
もの、通常の座位をとることができないものであ
る。このような解釈を見る限りでは、「肢切断又は
肢体不自由」はかなり広い範囲を示していたかの
ように見受けられる。
佐藤久夫によれば、法運用上の参考資料として
等級表が作成され、それが 1954 年 9 月 2 日の身体
障害者福祉法施行規則の改正によって施行規則へ
位置づけられていったとある 31）。参考資料段階の
ものと判断される等級表から、それぞれの障害種
別でもっとも下に位置づけられている項目を抜き
出すと、次の通りとなる 32）。

「視力障害」…一眼が失明し他眼の視力が 0.6
以下の者（6級）
「聴力障害」…両耳の聴力損失が会話了解音域
に於て 60 デシベル以上又は 40 糎以上の距離
で発生された会話を解し得ない者（6級）
「肢切断又は肢体不自由」の「上肢切断又は不
自由」…1、一上肢の三大関節の中二関節の機
能を全廃した者　2、一上肢の機能を著しく障
害された者　3、一手のおや指及びひとさし指
を失つたもの或はその機能を全廃した者　4、
一手のおや指若しくはひとさし指を含めて三



－27－

花園大学社会福祉学部研究紀要　第20号　2012年 3 月

指を失つたもの或はその機能を全廃したもの
　5、両手の親指を失つた者或はその機能を全
廃した者　6、一手の五指の機能を著しく障害
されたもの　7、一手の拇指若しくはひとさし
指を含めて四指の機能を著じるしく障害され
た者（4級）
「肢切断又は肢体不自由」の「下肢切断又は不
自由」…1、一下肢を足関節以上で失つたもの
　2、一足をリスフラン関節以上で失つたもの
（6級）
「肢切断又は肢体不自由」の「体不自由」…せ
き柱、胸かく、骨盤又は軟部組織の高度の障
害変形等により職業能力の著しく損傷された
もの（4級）
「中枢神経機能障害」…半身不随で恢復の見込
のないもの（2級）

別表とこの等級表を見比べると、この等級表は
別表で示された程度を最底辺に組み立てられたも
のであることが確認できる。
例えば視力障害では、等級表には「一眼が失明し

他眼の視力が 0.6 以下の者」が最下級の 6級に位置
づけられているが、別表では「一眼が失明し、他眼
の視力が 0.6 以下で、症状の固定したもの」と規定
されている。また、聴力障害では等級表には「両
耳の聴力損失が会話了解音域に於て60デシベル以
上又は40糎以上の距離で発生された会話を解し得
ない者」が最下級の 6級に位置づけられてあるが、
別表では「両耳の聴力が 40 センチ・メートル以上
の距離において普通の話声が了解できない程度以
上の障害で、症状の固定したもの」と規定されて
いる。肢体不自由についても等級表には「一手の
おや指及びひとさし指を失つたもの或はその機能
を全廃した者」や「一手のおや指若しくはひとさ
し指を含めて三指を失つたもの或はその機能を全
廃したもの」が最下級の 4級に位置づけられてあ
るが、別表では「一手のおや指及びひとさし指を
失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を含め
て三指以上を失つたもの」と規定されている。
1951 年 5 月 31 日公布の「身体障害者福祉法の一
部を改正する法律」によって、本法第 4条の「職
業能力が損傷されている」が削除された。このと

き、佐藤久夫も指摘するように 33）、対象を制限す
る要因であった職業能力の規定がなくなったこと
は、確かに対象を広げていく側面があったが、こ
こで新たに依拠する根拠、例えば本法の成立過程
で見られたような「生活能力の減退」といった規
定が盛り込まれなかったことは、その後の対象規
定に障害者の生活実態を反映させる論理的根拠を
著しく損なわせたといえる 34）。
1951 年 10 月 6 日の「身体障害者福祉法施行規則
の一部を改正する省令」では、身体障害者手帳の
様式に「級別」の項目が加えられた。これは所得
税法による控除等の徴税機関への利便を図るため
に設けられたものである 35）。
その後、1954 年に対象規定に大きな動きが見ら
れる。1954 年 3 月 31 日に公布された「身体障害者
福祉法の一部を改正する法律」で、別表が次のよ
うに改正されたのである。

別表（身体障害の範囲）
一　次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1　両眼の視力（万国式試視力表によつて測つ
たものをいい、屈折異常がある者については、
矯正視力について測つたものをいう。以下同
じ。）がそれぞれ 0.1 以下のもの
2　一眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6
以下のもの
3　両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のもの
4　両眼による視野の二分一以上が欠けてい
るもの
二 　左に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永
続するもの
1　両耳の聴力損失がそれぞれ 60 デシベル以
上のもの
2　一耳の聴力損失が 80 デシベル以上、他耳
の聴力損失が 40 デシベル以上のもの
3　両耳による普通話声の最良の語音明瞭度
が 50 パーセント以下のもの
4　平衡機能の著しい障害
三　次に掲げる音声機能又は言語機能の障害
1　音声機能又は言語機能の喪失
2　音声機能又は言語機能の著しい障害で、永
続するもの
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四　次に掲げる肢体不自由
1　一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障
害で、永続するもの
2　一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠く
もの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以
上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3　一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4　両下肢のすべてのゆびを欠くもの
5　一上肢のおや指の機能の著しい障害又は
ひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能
の著しい障害で、永続するもの
6　前各号に掲げるものの外、その程度が前各
号に掲げる障害の程度以上であると認められ
る障害

別表の変更のポイントについて、厚生省は次の
ように説明している 36）。「症状固定」や「回復の
見込がない」を「永続するもの」に統一したこと。
「視力障害」を「視覚障害」に改め、視野狭窄や視
野欠損を加えたこと。「聴力障害」を「聴覚又は平
衡機能の障害」に改め、語音明瞭度の障害や平衡
機能の障害を加えたこと。「言語機能障害」を「音
声機能又は言語機能の障害」に改めたこと。「中枢
神経機能障害」を肢体不自由に含め、最低限度の
障害のみを規定することで表現を整理し、一上肢
のおや指を欠くもの、両下肢のすべてのゆびを欠
くものを加えたことである。また、この通知では
この「別表の改正に伴つて、障害の等級表は全面
的に改正する予定である」と等級表の改正を予告
している。

2　身体障害者障害程度等級表の登場
1954 年 6 月 21 日の省令 37）により、身体障害者
手帳に記載する事項に「障害名及び障害の級別」
が加えられる。そして、1954 年 9 月 2 日に出され
た「身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する
省令」（厚生省令第 52 号）により、身体障害者福
祉法施行規則に等級表が規定されたのである。
等級表の内容については、<別添資料 1　対象の

比較分析表 >にある身体障害者福祉法の項目に一
部を示してある。
この最下級の内容と、本法別表で規定された内

容とを比較すると、やはり基本的には別表で示さ
れた程度を最低ラインとして組み立てられている
傾向が看取できる。ただし、等級表で示された最
下級の範囲は「軽度の障害」といった用語が用い
られるなど、柔軟に設定されているところが散見
される。
また、前出の参考資料として作成された等級表

（便宜的に旧・等級表とする）と最下級の部分を比
較すると、肢体不自由の部分が大きく修正された
ことがわかる。上肢では、旧・等級表では 4級ま
でしか規定がなかったものが、5級から 7級まで軽
度な内容について加えられている。また、下肢の
部分でも 6級までの規定であったものが、7級まで
拡大され、軽度な内容が加えられている。
この新たな等級表の趣旨について、厚生省は次
のような説明を行った 38）。「この等級は、身体障害
者の更生援護に当つてその障害の程度を判断し、
その措置の公平と適正を期すために重要であるば
かりでなく、国鉄運賃の割引、税の減免等の措置
に当つても必要とされるものであるので、その法
的根拠を明らかにするため、今般、別紙 1の通り、
身体障害者福祉法施行規則の改正（昭和 29 年 9 月
2 日厚生省令第 52 号）によつて、同規則中に規定
された」。つまり、等級表は更生援護だけでなく、
国鉄運賃や税制の減免といった措置に際してその
公平性や適正を期すためのものとしても必要とさ
れたことになる。
以後、別表をめぐって厚生省は解釈を拡大して
いく。1956 年には、当初の「職業能力の損傷」が
削られたのは、職業更生以外を否定するものでは
ない趣旨からとみるべきで、「生活能力の更生をも
含めた意味に解するのが適当である」39）とした。し
たがって、高齢者や重度障害者も日常生活におけ
る能力の回復の見込みがあれば対象に含めても差
し支えないとした。
また、「障害の固定」の解釈をめぐっては、1956
年では「『永続』とは、身体諸組織の単に一時的な
障害或は比較的早期に変化の来る障害を含めない
趣旨である」40）と、医学的に急速に変化する見通
しのつく場合は「永続」とみるべきでないと解釈
していたのに対し、1959 年には「手帳交付の要件
である障害の固定とは、一応臨床状が消退しその
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障害が相当長期間にわたつて持続するものであれ
ば足りるとする趣旨であつて、将来にわたつて障
害程度が不変のもの例えば上下肢切断の如きに限
られるものではない」41）との柔軟な解釈に変化し
ている。
さらに 1966 年には、筋ジストロフィーのような

「障害の固定」しないものについて、厚生省は「身
体上の機能障害については、症状が固定しない場
合であつても、当該障害が永続すると認められる
ときには、その時点において、身体障害の認定を
行なつてさしつかえない」42）との見解を示してい
る。
しかし、このような解釈の拡大はあっても、よ
り根本的な部分、すなわち機能障害を列挙する方
式が見直されることはなかった。
等級表の主要な動きを時系列的にまとめたもの
を表 1に示す。

表 1に示されるように、等級表の変遷は、障害
のとらえ方そのものには変更を加えず、主に内臓
疾患など機能障害を付け加えていくことに終始し
ていったのである。「職業能力の損傷」や「生活能
力」といった根拠を失ったなかでは、その後の展

開はより解釈を広げていくか、個別的な機能障害
を新たに加えていくことに終始するほかなかった
のである。生活の実態に即して対象を設定してい
くためには、より根本的にはもう一度その根拠か
らの立て直しが求められるといえよう。

3　身体障害者障害程度等級表の影響
では、この等級表は実際にはどのような影響力
を持っていたのだろうか。
本法による措置は、補装具の交付・修理、介護
者とともに乗車・乗船費の半額免除、売店やたば
こ小売りの優先的許可、施設で製作したホウキな
どの官公庁による買い取りといった職業更生、身
体障害者更生援護施設での処遇があった。
ところが、これらの措置に等級表にもとづく規
定は管見の限り見当たらない。等級表が影響して
いった措置は、むしろ本法に基づかない部分、例え
ば国立保養所への入所（1級に該当し、且つ常に複
雑な介護を要する者）や地方税法上の特別障害者
控除（1から 2級の者）、相続税法上の障害者控除
の取扱い（一般障害者 3～ 6級、特別障害者 1～ 2
級）といった関係法において明確に見られてくる
のである。そのなかでも、社会福祉関係法への影

表 1　等級表の変遷
年 法令 主な改変

1954 年 厚生省令第 52 号 別表第 5号の二に身体障害者障害程度等級表を加えた。
1963 年 厚生省令第 43 号 別表第 5号の二を別表第 5号へ。
1967 年 厚生省令第 26 号 「心臓又は呼吸器の機能の障害」を加えた。
1972 年 厚生省令第 44 号 「心臓又は呼吸器の機能の障害」に、「じん蔵機能障害」を加えた

1984 年 厚生省令第 53 号

聴覚障害の欄中「聴力喪失」を「聴力レベル」に修正し、各デシベルの数値を改めた。
「又は言語機能」を「、言語機能又はそしやく機能」に改めた。
「肢体不自由」に「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」（上肢機能、移
動機能）が加えられた。
「心臓、じん蔵又は呼吸期の機能の障害」に、「ぼうこう又は直腸の機能障害」が加えられた。
備考中 3を改め、「異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害
の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる」とした

1986 年 厚生省令第 45 号 「心臓、じん蔵若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸の機能の障害」に、「小腸機能障害」
を加えた。

1995 年 厚生省令第 29 号 視覚障害の二級と三級の内容に、視野の視能率による損失率の条件を加え、4級の 5度を
10 度に、5級の「2　両眼の視野がそれぞれ一○度以内のもの」を削除した。

1998 年 厚生省令第 2号 「心臓、じん蔵若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害」に、「ヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」を加えた。

2009 年 厚生労働省令第 157 号 「心臓、じん蔵若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害若しく
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫」に、「肝臓機能障害」を加えた。

※筆者が作成した。
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響として挙げられるのが、生活保護法である。
1963 年 4 月 1 日の厚生省告示（第 158 号）では、

生活保護法による保護の基準を改正し、加算の部
分で「身体障害者加算」を新設した。その対象は等
級表に基づき次のように規定された。それは、等
級表に掲げる 1級もしくは 2級に該当する身体障
害者、等級表の 3級に該当する身体障害者であっ
て国民年金法別表に定める 1級に該当する者、等
級表の 3級に該当する身体障害者で介護を要する
状態にあるもの、疾病等のため日常の起居動作に
著しい障害のある者であって病院又は診療所に入
院していないものである。
等級表は、このようにして生活問題の最終的な
受け皿となる生活保護による最低生活の基準を算
定するところにまで影響していったのである。

Ⅲ　身体障害者福祉法の対象と関係法

では、以上のようにして登場してきた等級表は、
どのような特徴を有していたのだろうか。また、他
の社会保障制度となにかしら関連性を持っている
のだろうか。これを検討するため、ここでは社会保
障制度の中心となる厚生年金法、労災保険法、戦
傷病者戦没者遺族等援護法（対象は恩給法の規定
に求めているため実際には恩給法となる）、そして
国民年金法を取り上げ、その比較を通して等級表
の特徴を検討する。
本法の等級表の内容と、これら関係法の内容を
具体的に比較するため、視覚障害、聴覚・言語障
害、肢体不自由（より比較のしやすいように指と
その他の肢体不自由を便宜的に分けている）に分
類し、並べた表を作成した。それを <別添資料 1　
対象規定の比較分析 >に示す。視覚障害の表の各
法の下には年月日を記載しているが、これは、こ
れらの表に用いた法律の改正年を示している（国
民年金法については成立年月日）。そして、それぞ
れ法に規定された 3級までと、最下級の部分を掲
載している。精神や内臓の機能障害といった内容
が他の社会保障制度では規定されているが、その
部分は省略した。
これらの表を概観する限り、異なる点は各法と
も障害程度の考えに差があるということが分か

る。たとえば、本法の等級表を基準にすると、労
災保険法では倍の第14級にまたがって程度を規定
し、かなり細かく分類されている。そしてその対
象の幅も本法等級表に比べてはるかに広い。反対
に、厚生年金法では等級が 3級までしか設定され
ておらず、本法等級表に比べ程度の幅が約半分に
圧縮され、かつ対象が重度および中度に限定され
ている。程度を基準にして比較をすると、それぞ
れの法律によって対象とする障害の範囲が大きく
異なっていることが認められる。
共通する点には、各法とも身体障害を捉えるポ
イントが、視力、耳、上肢、下肢、指であること
がいえる。各法とも身体機能の障害に注目し、そ
の各機能の障害程度を基準にして並べていく方法
を採用している。例えば、肢体不自由に着目する
と、各法とも体の部位の欠損状態、関節の可動状
態、指の欠損数といったところで障害程度を考え、
配置していることがわかる。
また、程度についても本法等級表と厚生年金保
険法、国民年金法において関連性が見いだせる。必
ずしも全文が一致するわけではないが、例えば本
法等級表と国民年金法では、本法等級表で1級 2級
に示された内容は、おおよそ国民年金法では 1級
に該当しており、本法等級表で 3級に示された内
容は、国民年金法の 2級に該当している様子が見
える。本法等級表と国民年金法全体を比較すると、
おおよそ本法等級表の 1・2級が国民年金法では 1
級、3・4級が 2級に該当しているといった規則的
とも思える関係性が見えるのである。
厚生省課長補佐として本法成立の中心人物で
あった左野利三郎は、本法での対象規定は「恩給
法や厚生年金とも考え方が違う。身障法では社会
的に更生し、復帰するためにどれくらいの努力が
必要かを標準に作ったんです」43）と証言していた。
また、前出の「身体障害者福祉法別表『身体障
害の範囲』の解釈について」（社乙発 116 号）で
は、「機能障害の範囲はあくまで職業能力の損傷の
程度を基準にして定められるべきもので、労働者
災害補償保険法の如く、賠償的観念を加味した判
定によるべきでない」との見解が示されていた。
しかし、各法とも、程度には大きな違いが見られ

るが、障害そのもののとらえ方には関連性がある
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といわざるを得ないのである。さまざまな仮説が
考えられるが、本法が「職業能力の損傷」といっ
た考えが元になっていたことから、おそらく厚生
年金法や労災保険法も同様の考えに従ってつくら
れたことが原因しているのかも知れない。これら
を検討するには各法の成立の背景を掘り下げてい
く必要があり、ここでは仮説の提起に留め、その
検証は次稿で扱うことにする。

おわりに

以上、身体障害者福祉法の別表に示された対象
規定に着目し、その歴史的背景や他の社会保障法
との比較を通して、その目的や特徴について検討
してきた。対象規定の成立過程では、対象の限定
の過程があったこと、その限定には基本的には財
政的な制約があり、戦時からの歴史的な影響も考
えられた。他の社会保障法との比較では、部分的
にせよ関連性を有することが仮説として考えられ
たが、これについては次稿で扱う。
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者福祉法別表中厚生大臣の指定する障害」（厚生省告示
第 134 号）によって内容が次の通り示されている。この
規定は 1954年 5月 17日厚生省告示第 125号によって廃
止された。
一　身体障害者福祉法（以下「法」という。）別表
第四号第八に規定する障害
　せきつい結核、せきつい骨折その他によるせき柱
の障害で、原病の症状が固定し、且つ、その障害の
ために職業能力が著しく損傷されているもの
二　法別表第四号第九に規定する障害
　胸かく形成術その他による胸かくの変形で、原病
の症状が固定し、且つ、その変形のために職業能力
が著しく損傷されているもの
三　法別表第四号第十に規定する障害
　股関節結核その他による骨盤の変形で、原病の症
状が固定し、且つ、その変形のために、職業能力が
著しく損傷されているもの
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四　法別表第四号第十一に規定する障害
　熱傷、外傷等の原因による軟部組織のはんこん欠
損等で、肢体の運動機能に著しい障害があり、且
つ、その障害のために職業能力が著しく損傷されて
いるもの

31）佐藤久夫「身障福祉法における対象規定の成立と展開に
関する覚書（1）」『日本社会事業大学社会事業研究所年
報』18、1983 年、36 頁。

32）ここでは、松本征二『身体障害者福祉法解説』中央社会
福祉協議会、1951 年、98 － 99 頁、および厚生省社会局
『身体障害者実態調査結果表―全国調査―』厚生省社会
局、1951 年、9頁に所収の等級表がそれに該当すると判
断し、引用した。

33）佐藤久夫は、対象となる範囲の拡大の途が開かれた一方、
障害を評価する科学的な根拠がなくなり、医学的・生物
学的な機能障害中心主義へと定着させ、職業能力の損傷
を基準にするという理念を放棄したことが、その後の障
害者規定に根本問題を背負わせたとしている。同上、22
頁。

34）しかも、この年に示された厚生事務次官依命通知では、
「職業能力の損傷」を削ったことは、「本法の対象につい
て、何等実質的な変更をもたらすものではない」との解
釈を示していた。1951 年 10 月 8 日「身体障害者福祉法
の一部を改正する法律の施行に関する件」（厚生事務次
官依命通知、厚生省発社第 89 号）。

35）注 34）で紹介した依命通知には次のように示されてい
る。すなわち、「新たに身体障害者等級表による級別を
記入することにされたのであるが、これは所得税法施行
規則第 6条〔所得税法施行令第 10 条〕に規定する『不
具者』〔『障害者』と改正〕に該当するか否かの認定につ
いて徴税機関の利便を図るためのものであるから、特に
留意されたいこと」であり、所得税による税制措置に関
連しての配慮であった。

36）1954 年 5 月 14 日「身体障害者福祉法の一部を改正する
法律の施行について」（厚生省社会局長通知、発社第 73
号）。

37）1954 年 6 月 21 日「身体障害者福祉法施行規則の一部を
改正する省令」（厚生省令第 24 号）。

38）1954 年 9 月 2 日「身体障害者障害程度等級表について」
（厚生省社会局長通知、社発第 685 号）。

39）厚生省社会局更生課編『身体障害者福祉法厚生指導の手
引（改訂版）』、1956 年、133 頁。

40）同上、132 頁。
41）1959 年 7 月 16 日「身体障害者手帳交付に関する疑義に
ついて」（厚生省社会局更生課長回答、更発第 90 号）。

42）1966 年 8 月 19 日「進行性筋萎縮症患者に対する身体障
害者手帳の交付等について」（厚生省社会局長更生課長

通知）。
43）左野利三郎・實本博次・仲村優一「［特集鼎談］身体障害
者福祉法制定時の思い出」『月刊福祉』第 72 巻第 11 号、
1989 年 10 月、25 頁。
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＜別添資料 1　対象規定の比較分析＞
視覚障害

身体障害者福祉法
（1954 年 9 月 2 日時点）

厚生年金保険法
（1954年 5月 19日時点）

労災保険法
（1947 年 9 月 1 日時点）

援護法（恩給法）
（1952年 4月 30日時点）

国民年金法
（1959年 4月 16日時点）

1級 両眼の視力の和が 0.01
以下のもの

両眼の視力が 0.02 以下
に減じたもの

両眼が失明したもの 両眼ノ視力カ明暗ヲ識
別シ得サルモノ

両眼の視力の和が 0.04
以下のもの

2級 両眼の視力の和が 0.02
以上 0.04 以下のもの

両眼の視力が 0.04 以下
に減じたもの

一眼が失明し他眼の視
力が 0.02 以下になった
もの
両眼の視力が 0.02 以下
になったもの

両眼ノ視力カ指標 0.1
ヲ 0.5 メートル以上ニ
テハ識別シ得サルモノ

両眼の視力の和が 0.05
以上 0.08 以下のもの

3級 両眼の視力の和が 0.05
以上 0.08 以下のもの

両眼の視力が 0.1 以下
に減じたもの

一眼が失明し他眼の視
力が 0.06 以下になった
もの

両眼ノ視力カ指標 0.1
ヲ 1 メートル以上ニテ
ハ識別シ得サルモノ

最下級（6級）一眼の視力が0.02
以下、他眼の視力が 0.6
以下のもので、両眼の
視力の和が 0.2 を越え
るもの

（第 14 級）一眼の眼瞼
の一部に欠損を残し又
は睫気禿を残すもの

一眼ノ視力カ指標 0.1
ヲ二メートル以上ニテ
ハ識別シ得サルモノ

聴覚・言語
身体障害者福祉法 厚生年金保険法 労災保険法 援護法（恩給法） 国民年金法

1級 該当項目ナシ 該当項目ナシ 咀嚼及び言語の機能を
廃したもの

該当項目ナシ 両耳の聴力損失が 90 デ
シベル以上のもの

2級 両耳の聴力損失がそれ
ぞれ 90 デシベル以上の
もの（両耳全ろう）

両耳の聴力が、耳殻に
接して大声による話を
してもこれを解するこ
とができない程度に減
じたもの
咀嚼又は言語の機能を
廃したもの

該当項目ナシ 咀嚼及言語ノ機能ヲ併
セ廃シタルモノ

両耳の聴力損失が 80 デ
シベル以上のもの
平衡機能に著しい障害
を有するもの
咀嚼の機能を欠くもの
音声又は言語機能に著
しい障害を有するもの

3級 両耳の聴力損失が 80 デ
シベル以上のもの（耳
介に接しなければ大声
語を理解し得ないもの）
平衡機能の極めて著し
い障害
音声機能又は言語機能
のそう失

両耳の聴力が、40 セン
チメートル以上では通
常の話声を解すること
ができない程度に減じ
たもの
咀嚼又は言語の機能に
著しい障害を残すもの

咀嚼又は言語の機能を
廃したもの

咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ
廃シタルモノ
両耳全ク聾シタルモノ

最下級（5級）平衡機能の著し
い障害

（第 12 級）一耳の耳殻
の大部分を欠損したも
の

一耳全ク聾シ他耳尋常
ノ話声ヲ 1.5 メートル
以上ニテハ解シ得サル
モノ
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肢体不自由（指以外）
身体障害者福祉法 厚生年金保険法 労災保険法 援護法（恩給法） 国民年金法

1級 両上肢の機能を全廃し
たもの
両上肢を手関節以上で
欠くもの
両下肢の機能を全廃し
たもの
両下肢を大腿の二分の
一以上で欠くもの
体幹の機能障害により
坐っていることができ
ないもの

両上肢の用を全く廃し
たもの
両下肢の用を全く廃し
たもの
両上肢を腕関節以上で
失ったもの
両下肢を足関節以上で
失ったもの

半身不随となったもの
両上肢を肘関節以上で
失ったもの
両下肢を膝関節以上で
失ったもの
両下肢の用を全廃した
もの

常ニ就床ヲ要シ且複雑
ナル介護ヲ要スルモノ

両上肢の機能に著しい
障害を有するもの
両下肢の機能に著しい
障害を有するもの
両下肢を足関節以上で
欠くもの
体幹の機能にすわって
いることができない程
度又は立ち上がること
ができない程度の障害
を有するもの

2級 両上肢の機能の著しい
障害
両上肢のすべての指を
欠くもの
一上肢を上腕の二分の
一以上で欠くもの
一上肢の機能を全廃し
たもの
両下肢の機能の著しい
障害
両下肢を下腿の二分の
一以上で欠くもの
体幹の機能障害により
坐位又は起立位を保つ
ことが困難なもの
体幹の機能障害により
立ち上がる事が困難な
もの

一上肢を腕関節以上で
失ったもの
一下肢を足関節以上で
失ったもの
一上肢の用を全く廃し
たもの
一下肢の用を全く廃し
たもの

両上肢を膝関節以上で
失ったもの
両下肢を足関節以上で
失ったもの

複雑ナル介護ヲ要セサ
ルモ常ニ就床ヲ要スル
モノ
肘関節以上ニテ両上肢
ヲ失ヒタルモノ
膝関節以上ニテ両下肢
ヲ失ヒタルモノ

一上肢の機能に著しい
障害を有するもの
一下肢の機能に著しい
障害を有するもの
一下肢を足関節以上で
欠くもの
体幹の機能に歩くこと
ができない程度の障害
を有するもの

3級 （6 級）一上肢の機能の
著しい障害
両下肢をシヨパー関節
以上で欠くもの
一下肢を大腿の二分の
一以上で欠くもの
一下肢の機能を全廃し
たもの
一上肢の機能を全廃し
たもの
体幹の機能障害により
歩行が困難なもの

一上肢の三大関節のう
ち、二関節の用を廃し
たもの
一下肢の三大関節のう
ち、二関節の用を廃し
たもの

該当項目ナシ 精神的又ハ身体的作業
能力ノ大部ヲ失ヒタル
モノ
腕関節以上ニテ両上肢
ヲ失ヒタルモノ
足関節以上ニテ両下肢
ヲ失ヒタルモノ

最下級（7級）一上肢の機能の
軽度の障害
一上肢の肩関節、肘関
節又は手関節のうち、
いずれか一関節の機能
の軽度の障害
一下肢の機能の軽度の
障害
一下肢の股関節、膝関
節又は足関節のうち、
いずれか一関節の機能
の軽度の障害
一下肢が健側に比し
て 3 センチメートル股
以上又は健側の長さの
二十分の一以上短いも
の

（第 14 級）上肢の露出
面に手掌面大の醜痕を
残すもの
下肢の露出面に手掌面
大の醜痕を残すもの

一側足関節カ直角位ニ
於テ強剛シタモノ
一側総趾ヲ全ク失ヒタ
ルモノ
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指の欠損等
身体障害者福祉法 厚生年金保険法 労災保険法 援護法（恩給法） 国民年金法

1級 該当項目ナシ 該当項目ナシ 該当項目ナシ 該当項目ナシ 両上肢のすべての指を
欠くもの
両上肢のすべての指の
機能に著しい障害を有
するもの

2級 両上肢のすべての指を
欠くもの

該当項目ナシ 該当項目ナシ 該当項目ナシ 両上肢のおや指及びひ
とさし指又は中指を欠
くもの
両上肢のおや指及びひ
とさし指又は中指の機
能に著しい障害を有す
るもの

3級 両上肢のおや指及びひ
とさし指を欠くもの
両上肢のおや指及びひ
とさし指の機能を全廃
したもの
一上肢のすべての指を
欠くもの
一上肢のすべての指の
機能を全廃したもの

一上肢のおや指及びひ
とさし指を失ったもの
又はおや指をあわせ一
上肢の三指以上を失っ
たもの
おや指及びひとさし指
をあわせ一上肢の四指
の用を廃したもの
一下肢をリスフラン関
節以上で失ったもの
両下肢のすべての足ゆ
びの用を廃したもの

十指を失ったもの 該当項目ナシ

最下級（7級）一上肢の手指の
機能の軽度の障害
ひとさし指を含めて一
上肢の二指の機能の著
しい障害
一上肢のなか指、くす
り指及び小指を欠くも
の
一上肢のなか指、くす
り指及び小指の機能を
全廃したもの
一下肢のすべての指を
欠くもの
一下肢のすべての指の
機能を全廃したもの

（第 14 級）一手の小指
の用を廃したもの
一手の拇指及び示指以
外の指骨の一部を失っ
たもの
一手の拇指及び示指以
外の指の末関節を屈伸
することができなく
なったもの
一足の第三趾以下の一
趾又は二趾の用を廃し
たもの

一側拇指ヲ全ク失ヒタ
ルモノ
一側示指乃至小指ヲ全
ク失ヒタルモノ

※ 1　各法の等級表より筆者が作成した。
※ 2　ここでは精神や内臓の機能障害、重複障害の取り扱い等は省略している。


